
瀬戸市公有財産事務取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

平成３０年９月２８日 

瀬戸市長  伊 藤 保 德  

瀬戸市規則第２０号 

瀬戸市公有財産事務取扱規則の一部を改正する規則  

瀬戸市公有財産事務取扱規則（昭和４２年瀬戸市規則第２１号）の一部

を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（定義）  （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

⑴ 各課等 瀬戸市行政組織規則（平成１７年

瀬戸市規則第３９号）に規定する課及び公所

（同規則第４４条の２に規定する課に属する

公所を除く。）、瀬戸市会計管理者の補助組

織設置規則（昭和４９年瀬戸市規則第１０号 

）に規定する会計課、瀬戸市消防本部組織規 

則（平成１８年瀬戸市規則第３号）に規定す 

る消防課、瀬戸市教育委員会事務局組織規則 

（平成１７年瀬戸市教育委員会規則第６号） 

に規定する課、瀬戸市立図書館条例（昭和４ 

５年瀬戸市条例第１９号）に規定する図書館 

、瀬戸市監査委員に関する条例（昭和３９年 

瀬戸市条例第７号）に規定する事務局、瀬戸 

市公平委員会事務局運営規程（平成１３年瀬 

戸市公平委員会告示第１号）に規定する事務 

局、瀬戸市固定資産評価審査委員会規程（昭 

和６０年瀬戸市固定資産評価審査委員会告示 

第１号）に規定する事務局並びに瀬戸市議会 

⑴ 各課等 瀬戸市行政組織規則（平成１７年

瀬戸市規則第３９号）に規定する室、課及び

公所（同規則第４４条の２に規定する課に属

する公所を除く。）、瀬戸市会計管理者の補

助組織設置規則（昭和４９年瀬戸市規則第１

０号）に規定する会計課、瀬戸市消防本部組

織規則（平成１８年瀬戸市規則第３号）に規

定する消防課、瀬戸市教育委員会事務局組織

規則（平成１７年瀬戸市教育委員会規則第６

号）に規定する課、瀬戸市立図書館条例（昭

和４５年瀬戸市条例第１９号）に規定する図

書館、瀬戸市監査委員に関する条例（昭和３

９年瀬戸市条例第７号）に規定する事務局、

瀬戸市公平委員会事務局運営規程（平成１３

年瀬戸市公平委員会告示第１号）に規定する

事務局、瀬戸市固定資産評価審査委員会規程

（昭和６０年瀬戸市固定資産評価審査委員会

告示第１号）に規定する事務局並びに瀬戸市



事務局事務分掌規程（昭和２６年瀬戸市議会 

規定第１号）に規定する議事課をいう。 

議会事務局事務分掌規程（昭和２６年瀬戸市

議会規定第１号）に規定する議事課をいう。 

 ⑵から⑷まで ＜省略＞  ⑵から⑷まで ＜省略＞ 

 （公有財産の所管）  （公有財産の所管） 

第３条 行政財産は、当該行政財産を利用して行

う事務又は事業を所掌する各課等の長（当該各

課等の長が２つ以上あるときは、これらの者の

うちから市長が指定するもの）に所管させる。 

第３条 行政財産は、当該行政財産を利用して行

なう事務または事業を所掌する各課等の長（当

該各課等の長が２つ以上あるときは、これらの

者のうちから市長が指定するもの）に所管させ

る。 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

 （事務の総括） （事務の総括） 

第４条 ＜省略＞ 第４条 ＜省略＞ 

２ 前項の公有財産の総括とは、公有財産の管理

及び処分の適正を期するため、公有財産に関す

る制度を整え、その管理及び処分の事務を統一

し、その増減、現在額及び現状を明らかにし、

並びにその管理及び処分について必要な調整を

することをいう。 

２ 前項の公有財産の総括とは、公有財産の管理

および処分の適正を期するため、公有財産に関

する制度を整え、その管理および処分の事務を

統一し、その増減、現在額および現状を明らか

にし、ならびにその管理および処分について必

要な調整をすることをいう。 

３及び４ ＜省略＞ ３及び４ ＜省略＞ 

 （管理上の注意事項）  （管理上の注意事項） 

第５条 各課等の長は、所管の公有財産を管理す

る際には、次の事項に注意し、適切な管理上の

措置を講じなければならない。 

第５条 各課等の長は、所管の公有財産を管理す

る際には、次の事項に注意し、適切な管理上の

措置を講じなければならない。 

 ⑴及び⑵ ＜省略＞  ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

⑶ 公有財産の現状と登記簿又は登録簿（以下 

「登記簿等」という。）、公有財産台帳及び 

それらの附属図の記載との照合及び確認 

⑶ 公有財産の現状と登記簿又は登録簿（以下 

「登記簿等」という。）、公有財産台帳及び 

それらの附属図の記載との照合および確認 

 （職員の居住の禁止）  （職員の居住の禁止） 

第６条 公有財産の建物（市営住宅を除く。）に

は、職員その他の者を居住させることはできな

い。ただし、公有財産の管理又は取扱いについ

て、特に管理人を居住させる必要がある場合

は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、

第６条 公有財産の建物（市営住宅を除く。）に

は、職員その他の者を居住させることはできな

い。ただし、公有財産の管理又は取扱いについ

て、特に管理人を居住させる必要がある場合

は、次に掲げる事項を具して、財政課長を経



市長の決裁を受けなければならない。 て、市長の決裁を受けなければならない。 

 ⑴から⑹まで ＜省略＞  ⑴から⑹まで ＜省略＞ 

２ 各課等の長は、前項の規定による管理人の居

住を廃止した場合は、その理由を市長に報告し

なければならない。 

２ 各課等の長は、前項の規定による管理人の居

住を廃止した場合は、その理由を財政課長を経

て、市長に報告しなければならない。 

（公有財産台帳）  （公有財産台帳） 

第７条 ＜省略＞ 第７条 ＜省略＞ 

２ 台帳に記載すべき公有財産の区分及び種目並

びに数量単位は、別表による。 

２ 台帳に記載すべき公有財産の区分および種目

ならびに単位は、別表による。 

３ 公有財産の土地についてはその区画及び地番

を明らかにする地図、建物については平面図、

その他の公有財産についてはその内容を明らか

にする関係図（以下「関係図」という。）を添

えなければならない。 

３ 公有財産の土地についてはその区画および地

番を明らかにする地図、建物については平面図 

、その他の公有財産についてはその内容を明ら

かにする関係図（以下「関係図」という。）を

添えなければならない。 

４及び５ ＜省略＞ ４及び５ ＜省略＞ 

６ 公有財産を新たに台帳に登載する場合の価格

は、購入価額、交換価額及び収用によるものに

ついては補償金額により、その他のものについ

ては次の各号に掲げる区分によってこれを定め

る。 

６ 公有財産を新たに台帳に登載する場合の価格

は、購入価額、交換価額および収用によるもの

については補償金額により、その他のものにつ

いては次の各号に掲げる区分によってこれを定

める。 

 ⑴から⑶まで ＜省略＞  ⑴から⑶まで ＜省略＞ 

 ⑷ 法第２３８条第１項第４号及び第５号の規

定による権利については、取得価額。ただし 

、取得価額によることが困難なものは、見積 

価額 

⑷ 法第２３８条第１項第４号および第５号の

規定による権利については、取得価額。ただ

し、取得価額によることが困難なものは、見

積価額 

 ⑸ 法第２３８条第１項第６号の規定による有

価証券のうち社債券、地方債証券、国債証券

及びこれらに準ずる証券については額面金額 

、株券については払込金額 

 ⑸ 法第２３８条第１項第６号の規定による有

価証券のうち社債券、地方債証券、国債証券

およびこれらに準ずる証券については額面金

額、株券については払込金額 

 ⑹及び⑺ ＜省略＞  ⑹及び⑺ ＜省略＞ 

７ ＜省略＞ ７ ＜省略＞ 

 （損害の報告）  （損害の報告） 

第９条 各課等の長は、災害その他の事故により第９条 各課等の長は、災害その他の事故により



公有財産が滅失し、又は損傷したときは、直ち

に次に掲げる事項を記載した書類により、市長

に報告するとともに、その写しを財政課長に送

付しなければならない。 

公有財産が滅失し、又は損傷したときは、直ち

に次に掲げる事項を記載した書類により、市長

に報告するとともに、その写しを財政課長に送

付しなければならない。 

 ⑴ ＜省略＞  ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 被害の程度又は損害の見積価額及び復旧可 

能なものについては、復旧に要する費用の見 

込額 

⑵ 被害の程度又は損害の見積価額及び復旧可

能のものについては、復旧に要する費用の見

込額 

 ⑶から⑸まで ＜省略＞  ⑶から⑸まで ＜省略＞ 

 （所管換え）  （所管換え） 

第１０条 各課等の長は、公有財産の所管換えを

受けようとするとき（行政財産の用途廃止によ

り所管換えを受けるときを除く。）は、次に掲

げる事項を記載した書類を添えて、市長の決裁

を受けなければならない。 

第１０条 各課等の長は、公有財産の所管換えを

受けようとするとき（行政財産の用途廃止によ

り所管換えを受けるときを除く。）は、次に掲

げる事項を記載した書類を添えて、財政課長及

び当該公有財産の所管する各課等の長に合議

し、市長の決裁を受けなければならない。 

 ⑴から⑹まで ＜省略＞  ⑴から⑹まで ＜省略＞ 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

 （所属替え及び他会計の使用）  （所属替えおよび他会計の使用） 

第１１条 公有財産の所属替え又は異なる会計を

して使用させるときは、当該会計間において有

償として整理するものとする。ただし、市長が

特別の理由があると認めたときは、この限りで

ない。 

第１１条 公有財産の所属替えまたは異なる会計

をして使用させるときは、当該会計間において

有償として整理するものとする。ただし、市長

が特別の理由があると認めたときは、この限り

でない。 

 （行政財産の用途の変更又は廃止）  （行政財産の用途の変更又は廃止） 

第１２条 各課等の長は、行政財産の用途を変更

し（所管換えをする場合を除く。）、又は廃止

しようとするときは、次に掲げる事項を記載し

た書類を添えて、市長の決裁を受けなければな

らない。 

第１２条 各課等の長は、行政財産の用途を変更

し（所管換えをする場合を除く。）、又は廃止

しようとするときは、次に掲げる事項を記載し

た書類を添えて財政課長に合議し、市長の決裁

を受けなければならない。 

 ⑴から⑷まで ＜省略＞  ⑴から⑷まで ＜省略＞ 

２及び３ ＜省略＞ ２及び３ ＜省略＞ 

４ 行政財産の用途の廃止により生じた普通財産４ 行政財産の用途の廃止により生じた普通財産



を財政課長に引き継いだ各課等の長は、財政課

長から指示があるまでは、当該普通財産の保全

に関する事務を行わなければならない。 

を財政課長に引き継いだ各課等の長は、財政課

長から指示のあるまでは、当該普通財産の保全

に関する事務を行わなければならない。 

 （行政財産の目的外使用の許可）  （行政財産の目的外使用の許可） 

第１３条 行政財産は、次の各号のいずれかに該

当する場合に限り、その用途又は目的を妨げな

い限度において使用を許可することができる。 

第１３条 行政財産は、次の各号のいずれかに該

当する場合に限り、その用途または目的を妨げ

ない限度において使用を許可することができる 

⑴ 職員及び当該施設を利用する者のために、

食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき 

⑴ 職員および当該施設を利用する者のため

に、食堂、売店その他の厚生施設を設置する

とき。 

 ⑵ 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝

その他公共目的のために行われる講演会、研

究会その他の集会の用に短期間利用するとき 

 

⑵ 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝

その他公共目的のために行なわれる講演会、

研究会その他の集会の用に短期間利用すると

き。 

⑶ 水道事業、電気事業又はガス事業その他の

公益事業の用に供するため、やむを得ないと

認めるとき。 

 ⑶ 水道事業、電気事業またはガス事業その他

の公益事業の用に供するため、やむを得ない

と認めるとき。 

 ⑷ 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生

により、応急施設として極めて短期間その用

に供するとき。 

 ⑷ 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生

により、応急施設としてきわめて短期間その

用に供するとき。 

 ⑸ ＜省略＞  ⑸ ＜省略＞ 

 （行政財産の使用許可の手続）  （行政財産の使用許可の手続） 

第１４条 各課等の長は、行政財産の使用を許可

しようとするときは、当該使用許可を受けよう

とする者から次の各号に掲げる事項を記載した

行政財産使用許可申請書を提出させなければな

らない。 

第１４条 各課等の長は、行政財産の使用を許可

しようとするときは、当該使用許可を受けよう

とする者から次の各号に掲げる事項を記載した

行政財産使用許可申請書を提出させなければな

らない。 

 ⑴から⑷まで ＜省略＞  ⑴から⑷まで ＜省略＞ 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が指示す 

る事項 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長の指示す 

る事項 

２ 各課等の長は、前項の規定により行政財産使

用許可申請書の提出があったときは、速やかに

市長の決裁を受けて申請者に通知しなければな

らない。 

２ 各課等の長は、前項の規定により行政財産使

用許可申請書の提出があったときは、速やかに

財政課長の合議を経て、市長の決裁を受けて申

請者に通知しなければならない。 

。 

。 

。 



 ３ 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める

ものについては、速やかに財政課長の合議を経

て、各課等の長に専決させることができる。 

３ ＜省略＞ ４ ＜省略＞ 

 （普通財産の貸付条件）  （普通財産の貸付条件） 

第１７条 普通財産の貸付けには、次の条件を付

さなければならない。ただし、特に市長が認め

たときは、この限りでない。 

第１７条 普通財産の貸付けには、次の条件を付

さなければならない。ただし、特に市長が認め

たときは、この限りでない。 

 ⑴及び⑵ ＜省略＞  ⑴及び⑵ ＜省略＞ 

 ⑶ 借り受けた財産の形状若しくは性質を変

え、又はこれに工作物を設置しないこと。 

⑶ 借り受けた財産の形状もしくは性質を変

え、またはこれに工作物を設置しないこと。 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 

 （普通財産の用途指定の貸付け）  （普通財産の用途指定の貸付け） 

第１９条 一定の用途に供させる目的をもって、

普通財産の貸付けをする場合は、その借受人に

対して用途並びにその用途に供しなければなら

ない期日及び期間を指定しなければならない。 

第１９条 一定の用途に供させる目的をもって、

普通財産の貸付けをする場合は、その借受人に

対して用途ならびにその用途に供しなければな

らない期日および期間を指定しなければならな

い。 

 （普通財産の貸付手続） （普通財産の貸付手続） 

第２０条 各課等の長は、所管の普通財産を貸し

付けようとするときは、次に掲げる事項を記載

した書類を添えて、市長の決裁を受けなければ

ならない。 

第２０条 各課等の長は、所管の普通財産を貸し

付けようとするときは、次に掲げる事項を記載

した書類を添えて、財政課長に合議し、市長の

決裁を受けなければならない。 

 ⑴から⑺まで ＜省略＞  ⑴から⑺まで ＜省略＞ 

 ２ 前項の規定にかかわらず、市長が別に定める

ものについては、財政課長に合議し、各課等の

長に専決させることができる。 

 （貸付期間）  （貸付期間） 

第２１条 普通財産の貸付期間は、次の各号に定

める期間を超えることができない。 

第２１条 普通財産の貸付期間は、次の各号に定

める期間をこえることができない。 

⑴ 植樹を目的として土地及び土地の定着物

（建物を除く。以下同じ。）を貸し付ける場

合は６０年 

⑴ 植樹を目的として土地および土地の定着物

（建物を除く。以下同じ。）を貸し付ける場

合は６０年 



⑵及び⑶ ＜省略＞  ⑵及び⑶ ＜省略＞ 

⑷ 建物及びその従物を貸し付ける場合は５年 ⑷ 建物およびその従物を貸し付ける場合は５   

  年 

⑸ 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合

は１年 

⑸ 土地および建物以外のものを貸し付ける場

合は１年 

２ 前項の貸付期間が終了したときは、同項各号

に掲げる期間を超えない範囲内で当該貸付けの

契約を更新することができる。 

２ 前項の貸付期間が終了したときは、同項各号

に掲げる期間をこえない範囲内で当該貸付けの

契約を更新することができる。 

 （普通財産を貸し付ける場合の担保）  （普通財産を貸し付ける場合の担保） 

第２３条 普通財産を貸し付ける場合において、

市長が必要と認めたときは、相当の担保を提供

させ、又は適正な保証人を立てさせることがで

きる。 

第２３条 普通財産を貸し付ける場合において、

市長が必要と認めたときは、相当の担保を提供

させ、または適正な保証人を立てさせることが

できる。 

 （買入手続）  （買入手続） 

第２６条 各課等の長は、公有財産となる財産の

買入れを必要とするときは、次に掲げる事項を

記載した書類を添えて、市長の決裁を受けなけ

ればならない。 

第２６条 各課等の長は、公有財産となる財産の

買入れを必要とするときは、次に掲げる事項を

記載した書類を添えて、財政課長に合議し、市

長の決裁を受けなければならない。 

 ⑴から⑼まで ＜省略＞  ⑴から⑼まで ＜省略＞ 

 （寄附受納の手続）  （寄附受納の手続） 

第２７条 各課等の長は、公有財産となる財産の

寄附の受入れを必要とするときは、次に掲げる

事項を記載した書類に寄附申込書を添えて、市

長の決裁を受けなければならない。 

第２７条 各課等の長は、公有財産となる財産の

寄附の受入れを必要とするときは、次に掲げる

事項を記載した書類に寄附申込書を添えて、財

政課長に合議し、市長の決裁を受けなければな

らない。 

 ⑴から⑺まで ＜省略＞  ⑴から⑺まで ＜省略＞ 

 （買入れ及び寄附以外による取得）  （買入れ及び寄附以外による取得） 

第２８条 各課等の長は、買入れ及び寄附以外の

方法により公有財産を取得しようとするとき

は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、

市長の決裁を受けなければならない。 

第２８条 各課等の長は、買入れ及び寄附以外の

方法により公有財産を取得しようとするとき

は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、

財政課長に合議し、市長の決裁を受けなければ

ならない。 

 ⑴から⑺まで ＜省略＞  ⑴から⑺まで ＜省略＞ 



 （取得前の措置）  （取得前の措置） 

第３０条 公有財産となる財産を取得しようとす

る場合において、当該財産に所有権以外の権利

が設定され、又は特殊の義務を負担するものが

あるときは、あらかじめ所有者又はその権利者

をして、これを消滅させなければならない。た

だし、市長が緊急その他の理由によってやむを

得ないと認めるときは、この限りでない。 

第３０条 公有財産となる財産を取得しようとす

る場合において、当該財産に所有権以外の権利

が設定され、または特殊の義務を負担するもの

があるときは、あらかじめ所有者またはその権

利者をして、これを消滅させなければならな

い。ただし、市長が緊急その他の理由によって

やむを得ないと認めるときは、この限りでない 

 （買受代金等の支払） （買受代金等の支払） 

第３２条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、

登記等をするものにあっては、前条の手続完了

後、その他の財産を買入れ又は交換により取得

したときは、当該財産の引渡しを受けた後でな

ければ、買受代金又は交換差金を支払うことが

できない。ただし、市長が特に認めた場合にお

いては、この限りでない。 

第３２条 公有財産の取得に伴う代金の支払は、

登記等をするものにあっては、前条の手続完了

後、その他の財産を買入れまたは交換により取

得したときは、当該財産の引渡しを受けた後で

なければ、買受代金または交換差金を支払うこ

とができない。ただし、市長が特に認めた場合

においては、この限りでない。 

 （普通財産の売払い等）  （普通財産の売払い等） 

第３３条 各課等の長は、普通財産の売払い又は

譲与を必要とするときは、次に掲げる事項を記

載した書類を添えて、市長の決裁を受けなけれ

ばならない。 

第３３条 各課等の長は、普通財産の売払い又は

譲与を必要とするときは、次に掲げる事項を記

載した書類を添えて、財政課長に合議し、市長

の決裁を受けなければならない。 

 ⑴から⑼まで ＜省略＞  ⑴から⑼まで ＜省略＞ 

 （普通財産の交換）  （普通財産の交換） 

第３４条 各課等の長は、普通財産の交換を必要

とするときは、次に掲げる事項を記載した書類

を添えて、市長の決裁を受けなければならない 

第３４条 各課等の長は、普通財産の交換を必要

とするときは、次に掲げる事項を記載した書類

を添えて、関係課長及び財政課長に合議し、市

長の決裁を受けなければならない。 

 ⑴から⑻まで ＜省略＞  ⑴から⑻まで ＜省略＞ 

 （売払代金の納付）  （売払代金の納付） 

第３５条 普通財産の売払代金又は交換差金は、

当該財産の引渡前にこれを納付させなければな

らない。 

第３５条 普通財産の売払代金または交換差金は 

、当該財産の引渡前にこれを納付させなければ

ならない。 

２ 普通財産を譲渡した場合において、当該財産

の譲渡を受けた者が売払代金又は交換差金を一

２ 普通財産を譲渡した場合において、当該財産

の譲渡を受けた者が売払代金または交換差金を

。 

。 



時に支払うことが困難であると認められるとき

は、確実な担保を徴し、かつ、利息を付し、５

年以内の延納の特約をすることができる。 

一時に支払うことが困難であると認められると

きは、確実な担保を徴し、かつ、利息を付し、

５年以内の延納の特約をすることができる。 

３ 前項の規定により、延納の特約をした場合に

おいて、次の各号のいずれかに該当する理由が

あるときは、直ちにその特約を解除する。 

３ 前項の規定により、延納の特約をした場合に

おいて、次の各号のいずれかに該当する理由が

あるときは、直ちにその特約を解除する。 

 ⑴ ＜省略＞  ⑴ ＜省略＞ 

⑵ 各年における延納にかかる売払代金又は交 

換差金の納付金額と利息との合計額が、当該 

年の当該財産の見積賃貸料の額に満たないと 

き。 

⑵ 各年における延納にかかる売払代金または 

交換差金の納付金額と利息との合計額が、当 

該年の当該財産の見積賃貸料の額に満たない 

とき。 

 （評価）  （評価） 

第３６条 不動産等を買い入れ、交換し、売り払

い、又は出資の目的とし、若しくは支払手段と

して使用（以下「売買等」という。）しようと

するときは、売買実例調査表及び評価調書を付

さなければならない。ただし、市長が指定した

ものは、省略することができる。 

第３６条 不動産等を買い入れ、交換し、売り払

い、または出資の目的とし、もしくは支払手段

として使用（以下「売買等」という。）しよう

とするときは、売買実例調査表および評価調書

を付さなければならない。ただし、市長の指定

したものは、省略することができる。 
  

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。  

 

 


